
ごみの減量等市民運動推進事業について 

 

１．目的 

 市民・事業者・行政がお互いに連携協力し、市全体で積極的にごみの減量化・資源化に取り組

む姿を目指します。 

 

２．現状と課題 

 平成 28年度の当市の 1人 1日あたりのごみの排出量は、国の平均値、県の平均値（全国 42位）

を上回っており、県内 40市町村の中でも 38位と全国下位に低迷しています。 

 ごみの減量化・資源化の推進にあたっては、一人ひとりがごみの排出者であるという当事者意

識と責任を持ち、市民・事業者・行政の 3者がそれぞれの役割と責任のもと連携・協働し、取組

を進めていくことが重要ですが、本市では、一人ひとりの当事者意識や関心（≒ごみに対する正

しい知識）が十分に高いとは言えない状況にあります。 

【H27アンケート】ごみの減量・リサイクルの取組を実施しない理由： 

ごみの減量・リサイクルのために何を実施すればよいかわからないから 34.6% 

 

３．弘前市一般廃棄物処理基本計画に定める基本方針 

平成 28年度に策定した弘前市一般廃棄物処理基本計画では、3つの基本方針に基づきごみの減

量化・資源化を強力に推進することを掲げています。 

【基本方針 1】3者連携・協働による 3Rの推進（弘前 3・3運動） 

【基本方針 2】全ての市民・事業者による継続的な取組の推進 

【基本方針 3】財政負担軽減に向けた効率的な処理体制の確立 

 

４．基本方針を踏まえた市民運動の展開 

この基本方針を踏まえ、市民・事業者・市のそれぞれの役割について再確認し、連携・協働の

取組を強化するため、市民及び事業者等の所属する団体等と市が協定を締結し、ごみの減量化・

資源化の機運の醸成を図ります。 

 協定に基づき、それぞれが相互に連携・協働しやすい流れを作り、市全体で取り組む、市民運

動へと展開していきます。 

市民運動の展開によって、一人ひとりの意識の向上が図られ、市全体の積極的な取組が期待さ

れます。 
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市民は何をすべきか（目指す姿） 

事業者は何をすべきか（目指す姿） 

市は何をすべきか（目指す姿） 

明確化と実践 

＝「協定」 



◎取組の基本 

 ➀発生抑制（３キリ運動～使いキリ、食べキリ、水キリの実践など） 

 ②再利用（衣類回収ボックスの利用など） 

 ③再生利用（オフィス町内会の活用など） 

協定

市の

役割

市民の
役割

事業者
の役割

弘前市のごみ減量化・資源化に向けた市民運動の展開 

目的：市民、事業者、行政がお互いに連携協力し、積極的にごみの減量化・資源化に取り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

事業者の役割 

【事業所から出るごみを減らし、市民がごみの減量・

リサイクルの取組に参加できる環境を提供します】 

弘前市のごみ排出量（１人１日あたり）全国下位 

青森県：全国４２位 うち 弘前市：県内３８位 (平成２８年度) 

市民一人ひとりの意識の向上 

ごみの減量化・資源化の推進のためには・・・ 

現状 

課題 

市民及び事業者の所属する団体と市との協定締結 

そのためには、市民、事業者、行政が一体となることが大切 

解決策 

市全体で取り組む市民運動へと展開 

効果 

各団体との協定を足がかりとし、意識の共有を市全体へと波及 

市民一人ひとり（市全体）の積極的な取組 

期待される結果 

市全体の機運醸成が図られ・・・ 

市民運動の展開 

ごみ減量化・資源化 






